
就業の基準 

 

趣  旨 

 センター会員は公平に就業機会があることを基本とする。 

ただし公平とは、一生懸命汗を流す人と、そうでない人が等しい待遇ということ

ではない。 

 

（目的） 

第１条 この基準は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター（以下「センター」

という。）の就業規約に基づき、会員の適正就業と安全就業、並びに公平な就業機

会の提供のために設置する。 

（就業の種類） 

第２条 この基準における就業の種類は以下の２種類とする。 

（１）就業内容が特に技能技術を要しない職種（以下「一般契約就業」という。）で、

契約期間が２ヶ月以上で１年間以内のもの 

（２）就業内容が技能技術を要する職種で別表に掲げる職種（以下「専門職種」とい

う。） 

２ 前項（２）の専門職種に関する就業の基準は、就業の基準の内規として別に定め

る。 

（就業時間等） 

第３条 一会員の１週当たり就業時間は、原則として２０時間を限度とする。 

２ 会員の月当り就業日数は、原則として１０日を限度とする。 

（一般契約就業における就業期間） 

第４条 一般契約就業により就業する会員の就業期間は、就業を開始した日から発注

者との請負契約期間が終了する日までを基本とする。 

２ 当該請負契約が更新された場合、更新前に就業していた会員の就業期間について

は、当該会員が希望し、また、センターの就業者選考委員会が就業適正と認めた場

合に限り、就業開始から通算して、原則として１年間の就業ができるものとする。 

（就業公開募集） 

第５条 一般契約就業を希望する会員は、以下に定める就業公開募集（以下「公募」

という。）に応募することを原則とする。 

２ 応募できる会員は、公募の時点において未就業の会員であること。 

３ 公募は、毎年度 4回(５月、８月、１１月、２月)行うものとする。 

４ 公募に応募した会員は、就業者選考委員会設置要綱第 2条の規定に基づき、就業

者選考委員会により就業の可否の判定を受けるものとする。 

５ 就業者選考による可否の判定は、別に定める判定基準によるものとする。 

６ 判定に際して、順位をつける必要がある場合には、原則として以下の順とする。 



（１）入会後１年以上未就業の会員であること。なお、この場合未就業期間の長い会

員から上位に位置付けるものとする。 

（２）入会後１年未満の新規会員であり、その間まったく就業履歴のない会員である

こと。 

（３）就業を満了した会員であること。なお就業満了日からの経過期間の長い会員か

ら上位に位置付けるものとする。 

７ 公募の判定で就業が可能と判定された会員の就業開始日は、公募月の２ヶ月先

（７月、１０月、１月、４月）の１日からとする。 

８ 公募の判定で就業が可能と判定された会員は、就業開始前に、当該就業先におい

て研修をするものとする。なお、研修期間については、配分金の対象としない。 

（公募以外による就業） 

第６条 年４回の公募に間に合わない時期に新規に発注があり契約を締結した場合、

及び既に契約している就業先において欠員が発生した場合の扱いは以下による。 

（１）就業者の選考は、持ち回り就業者選考委員会によるものとする。 

（２）就業者選考の可否の判定は、前条第４項、第５項、第６項に基づくものとする。 

（３）就業を開始した日から最も近い公募による就業開始月（１月、４月、７月、   

１０月）までの就業期間は、つなぎ就業期間扱いとする。 

（４）就業期間は、第４条に準ずる。ただし、つなぎ就業期間は除く。 

２ 就業の基準の内規第４条による就業 

（就業確認書の交付） 

第７条 一般契約に就業決定した会員に対しては、就業開始前に就業確認書（第１号

様式）を交付する。 

（就業の停止） 

第８条 就業会員が、別に定める就業適正審査委員会により、就業不適正と認められ

た場合及び事故再発防止懇談会により就業の制限の措置を受けた場合には、就業期

間内であっても就業停止等の措置を受けるものとする。 

（経過措置） 

第９条 この基準は、この基準の施行日以前に一般契約に就業している会員にも適用

するものとする。 

（理事会への報告） 

第１０条 就業者選考委員会委員長は、必要に応じて、この基準の実施状況を、理事

会に報告するものとする。 

 

   附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成２３年８月２７日から施行する。 

 



別表(第 2条第 2項関係) 

自動車運転業務、植木、草刈、大工、表具（襖・障子）、塗装、パソコン関連、筆耕、

福祉・家事援助、着付け、家庭教師、経理事務、経営指導、放置自転車等対策業務

補助、印刷業務 

 

 

 

 


